
人 吉 市 都 市 計 画 審 議 会 運 営 要 項  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 項 は 、 人 吉 市 都 市 計 画 審 議 会 条 例 （ 平 成 １ ２ 年

人 吉 市 条 例 第 ２ ３ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。）第 ８ 条 の 規 定 に

基 づ き 、人 吉 市 都 市 計 画 審 議 会（ 以 下「 審 議 会 」と い う 。）の

運 営 に 関 し 、人 吉 市 附 属 機 関 等 の 会 議 の 公 開 に 関 す る 要 項（ 平

成 ２ １ 年 人 吉 市 告 示 第 １ ０ 号 。以 下「 要 項 」と い う 。）に 定 め

る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 会 長 の 選 出 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 会 長 の 選 出 は 、 推 薦 さ れ た 委 員 及

び 立 候 補 し た 委 員 を 候 補 者 と し 、 出 席 し た 委 員 の 最 多 数 の 同

意 を 得 た 者 を も っ て 当 選 人 と す る 。  

２  前 項 に よ る 選 出 が 困 難 と 認 め ら れ る 時 は 、 無 記 名 投 票 の 方

法 で 行 い 、有 効 投 票 の 最 多 数 を 得 た 者 を も っ て 当 選 人 と す る 。 

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 最 多 数 の 同 意 を 得 た 者 又 は 最

多 数 の 得 票 数 を 得 た 者 が 複 数 で あ る と き は 、 く じ で 定 め る 。  

（ 議 長 ）  

第 ３ 条  審 議 会 の 議 長 は 、 会 長 を も っ て 充 て る 。  

 （ Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テ ム を 利 用 し た 審 議 会 の 開 催 ）  

第 ４ 条  審 議 会 に つ い て 、 会 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 委 員 、  

臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 は 、 Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テ ム （ 映 像 と 音 声  

の 送 受 信 に よ り 相 手 の 状 態 を 相 互 に 認 識 し な が ら 通 話 を す る  

こ と が で き る シ ス テ ム を い う 。以 下 同 じ 。）を 利 用 し て 審 議 会  

に 出 席 す る こ と が で き る 。  

２  Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テ ム に よ る 出 席 又 は 議 事 の 採 決 は 、 そ れ ぞ  

れ 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 に 規 定 す る も の と し て 取 り 扱  

う 。 Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テ ム の 利 用 に お い て 、 映 像 を 送 受 信 で き  

な く な っ た 場 合 で あ っ て も 、 音 声 が 即 時 に 他 の 委 員 、 臨 時 委  

員 及 び 専 門 委 員 に 伝 わ り 、 適 時 的 確 な 意 見 表 明 を 委 員 、 臨 時  

委 員 及 び 専 門 委 員 相 互 で 行 う こ と が で き る と き も 同 様 と す る 。 

３  Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テ ム の 利 用 に お い て 、 映 像 の み な ら ず 音 声  

が 送 受 信 で き な く な っ た 場 合 に は 、 当 該 Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テ ム

を 利 用 す る 委 員 、 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 か ら 電 話 又 は 電 子 メ

ー ル 等 の 方 法 で 同 意 を 得 た 上 で 退 席 し た も の と す る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り 、 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 の 要 件 を 満 た さ な く  

な っ た と き は 、 会 長 は 審 議 会 を 中 断 す る も の と す る 。  



５  Ｗ ｅ ｂ 会 議 シ ス テ ム に よ る 出 席 は 、 で き る 限 り 静 寂 な 個 室  

そ の 他 こ れ に 類 す る 施 設 で 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

６  第 １ ０ 条 た だ し 書 又 は 要 項 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 審 議 会 が 非  

公 開 で 行 わ れ る 場 合 は 、 委 員 、 臨 時 委 員 及 び 専 門 委 員 以 外 の  

者 に 視 聴 さ せ て は な ら な い 。  

 （ 書 面 会 議 ）  

第 ５ 条  会 長 は 、 災 害 、 疫 病 そ の 他 の 事 由 に よ り 委 員 を 招 集 し  

て 審 議 会 を 開 催 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め た 場 合 に お い て 、 

議 事 内 容 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と き は 、 書 面 表 決  

書（ 様 式 第 １ 号 ）に よ り 委 員 の 意 見 を 徴 し 、又 は 可 否 を 問 い 、  

そ の 結 果 を も っ て 審 議 会 の 議 決 に 代 え る こ と （ 以 下 「 書 面 会  

議 」 と い う 。） が で き る も の と す る 。  

 ⑴  良 好 な 都 市 形 成 の 根 幹 に 関 わ る よ う な 重 要 な も の で な い

こ と 。  

 ⑵  議 案 等 に よ り 明 確 に 理 解 で き る も の で あ る こ と 。  

 ⑶  審 議 会 の 議 決 の 遅 滞 に よ り 、 都 市 計 画 決 定 等 の 手 続 に 支

障 が 生 じ る も の で あ る こ と 。  

２  会 長 は 、 書 面 表 決 書 の 提 出 期 限 の ３ ０ 日 前 ま で に 、 審 議 に

付 す る 議 案 書 、 書 面 表 決 書 及 び 参 考 図 書 等 を 委 員 に 送 付 す る

も の と す る 。  

３  委 員 は 、 書 面 表 決 書 の 提 出 期 限 の １ ５ 日 前 ま で に 、 議 事 の  

内 容 に つ い て 書 面 に よ り 質 疑 等 を す る こ と が で き る 。 こ の 場  

合 に お い て 、 会 長 は 書 面 表 決 書 の 提 出 期 限 ま で に 全 て の 委 員  

に 対 し 質 疑 等 の 内 容 及 び 回 答 内 容 を 書 面 に よ り 周 知 し な け れ  

ば な ら な い 。  

４  委 員 は 、 定 め ら れ た 期 限 ま で に 、 各 議 事 に 関 す る 可 否 の 表  

記 及 び 委 員 の 自 筆 署 名 が あ る 書 面 表 決 書 を 会 長 に 提 出 し な け  

れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 期 限 内 に 委 員 の ２ 分 の １  

以 上 か ら の 書 面 表 決 書 の 提 出 が 無 い と き は 、 書 面 会 議 は 成 立  

し な い も の と す る 。  

５  議 事 は 、書 面 表 決 書 を 提 出 し た 委 員 の 過 半 数 で こ れ を 決 し 、 

可 否 同 数 の と き は 、 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

（ 調 査 等 ）  

第 ６ 条  会 長 は 、 必 要 に 応 じ て 都 市 計 画 に 関 し て 委 員 又 は 臨 時  

委 員 若 し く は 専 門 委 員 に 調 査 さ せ る こ と が で き る 。  

２  会 長 は 、 都 市 計 画 に 関 し 必 要 が あ る と き は 、 幹 事 に 調 査 さ  

せ 、 又 は 必 要 な 図 書 等 を 提 出 さ せ る こ と が で き る 。  



（ 付 議 事 項 の 説 明 ）  

第 ７ 条  会 長 は 、 付 議 事 項 に つ い て そ の 内 容 を 幹 事 等 に 説 明 さ

せ る こ と が で き る 。  

（ 市 職 員 等 の 発 言 ）  

第 ８ 条  会 長 は 、 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 市 職 員 そ の 他 参 考 人 を  

招 請 し て 発 言 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 審 議 会 の 公 開 ）  

第 ９ 条  審 議 会 は 、 原 則 と し て 公 開 と す る 。 た だ し 、 次 の 各 号  

の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 会 長 は 、 当 該 審 議 会 を 公 開 し な  

い こ と が で き る 。  

 ⑴  人 吉 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 人 吉 市 条 例 第 １ 号 ） 第  

７ 条 各 号 に 掲 げ る 不 開 示 情 報 に 該 当 す る 情 報 を 含 む 議 案 を  

審 議 す る 場 合  

 ⑵  土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ １ ９ 号 ） に 係 る 意  

見 書 を 審 議 す る 際 、 口 頭 意 見 陳 述 を 行 う 場 合  

 ⑶  都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 １ ７ 条 第 ２  

項 の 規 定 に 基 づ く 意 見 書 が 提 出 さ れ て い る 議 案 を 審 議 す る  

場 合  

 ⑷  建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ５ １ 条 た だ  

し 書 の 規 定 に 関 す る 議 案 を 審 議 す る 場 合  

 ⑸  そ の 他 審 議 会 を 公 開 す る こ と に よ り 、 公 正 又 は 円 滑 な 審  

議 が 著 し く 阻 害 さ れ 、 審 議 会 の 目 的 が 達 成 で き な い と 認 め  

ら れ る 場 合  

（ 議 事 録 ）  

第 １ ０ 条  審 議 会 に つ い て 議 事 録 を 作 成 す る も の と し 、 当 該 議  

事 録 に は 、 会 長 及 び あ ら か じ め 会 長 が 指 名 す る 委 員 ２ 人 が 署  

名 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 議 事 録 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 き 、 公 開 す る  

も の と す る 。  

 ⑴  審 議 会 が 公 開 す べ き で な い と 認 め る 事 項  

 ⑵  そ の 他 公 開 す る こ と に よ り 、 公 正 又 は 円 滑 な 議 事 運 営 が

損 な わ れ る と 会 長 が 認 め る 事 項  

（補則）  

第１１条  この要項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事  

項は、会長が別に定める。  

附  則  

 この要項は、告示の日から施行する。  



様式第１号（第５条関係）  

年  月  日   

 

書面表決書  

 

人吉市都市計画審議会会長  様  

 

委員氏名             

（自筆署名）  

 

 

年   月   日付け    第    号で開催された人吉市都市計画

審議会書面会議の議事につきまして、下記のとおり表決いたします。  

 

記  

 

 

１  表決内容   (どちらかに○をつけてください ) 

 

 

    議第●号       賛成する   ・   反対する    

 

    議第●号       賛成する   ・   反対する    

 

    議第●号       賛成する   ・   反対する    

 

 

 

２  議事に関する意見  


